
 

 

 

【実施期間】 

４月６日(月)から４月１５日(水)までの間 

【埼玉県重点】 

〇自転車への交通反則通告制度導入に伴う 

  交通ルールの遵守とヘルメット着用促進 

 

〇横断歩道における歩行者優先の徹底 

 
 

        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～発 行～ 

東入間警察署 

２６９―０１１０ 

みずほ台交番 

２５４―２５１６ 
 

   埼玉県警では、登山地図アプリの会社と連携協定を締結しています。 

  登山の際は、確実に登山届を作成・提出するとともに、万が一の遭難 

等に備え、登山地図アプリを有効活用してください。 

※ 本数値は、みずほ台交番における事案取扱い 

    件数 であり、刑法犯認知件数とは異なります。 

【２月16日～３月15日】 

 ・車上ねらい・・・２件 

 ・部品ねらい・・・１件 

 ・自転車盗  ・・・・１件 

 ・その他窃盗・・・２件 

  

 


